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１　教育等に関する目標を達成するための措置　㉔
（１）学生の受入れに関する目標を達成するための措置

＜学部・短期大学部・大学院共通＞
【指標】
・入学定員充足率 100％を確保
＜学部・短期大学部共通＞
【指標】
・オープンキャンパス年 2 回以上実施
・大学見学受入れ実施目標：13 校以上（過去 5 年実績：平均 12 校）
・特別講座実施目標：高校 44 講座以上（過去 5 年実績：平均 43 講座） 中学 12 講
座以上（過去 5 年実績：平均 11 講座）

＜大学院＞
＜短期大学部＞

（２）学生及び卒業生への支援に関する目標を達成するための措置
＜学部・短期大学部共通＞

【指標】
・就職率（就職者数/就職希望者数）目標値：100％
・合同企業説明会の開催目標：年間 7 回以上

＜経済学部＞
＜保健福祉学部コミュニティ福祉学科＞

【指標】
・国家試験合格率：前年度の実績及び 4 年制大学（現役）平均合格率以上
・旭川市内及び近隣町（１市８町）への就職率：50％以上

＜保健福祉学部保健看護学科＞

【指標】
・国家試験合格率：前年度の実績及び４年制大学（現役）平均合格率以上
・4 年次看護師国家試験対策講座実施回数の目標値
：外部講師の講義 4～6 回／年
：学内講師の講義 20 回／年

＜短期大学部＞
【指標】
・管理栄養士国家試験対策講座 年 5 回実施
・栄養士・管理栄養士としてのスキルアップ講座 年 2 回実施

（３）教育に関する目標を達成するための措置
＜学部，短期大学部，大学院共通＞
＜経済学部＞
＜保健福祉学部＞
＜保健福祉学部コミュニティ福祉学科＞
＜保健福祉学部保健看護学科＞
＜大学院＞
＜短期大学部＞
＜食物栄養学科＞
＜幼児教育学科＞

２　研究に関する目標を達成するための措置　②
研究に関する目標を達成するための措置
【指標】
・科学研究費助成事業等の競争的外部資金申請件数：前年度以上
・科研費、競争的資金研修会参加率：100％

３　地域貢献に関する目標を達成するための措置　③
＜学部・短期大学部・大学院共通＞
【指標】
・「研究会・公開講座・シンポジウム」の組合せでの開催目標：2 回以上
・高校出張講義の開催目標：30 講義以上
・生涯学習講座の実施目標：公民館事業/43 講座以上（2018～22 年実績：平均 43
講座）
・共同研究、委託研究事業件数：前年度以上
・図書館利用者数（学外）：年間 500 名（登録者 200 名）以上

＜大学院＞
４　国際交流に関する目標を達成するための措置　①

国際交流に関する目標を達成するための措置
【指標】
・水原大学校学生交換留学生数（派遣及び受入人数）：中期計画期間中平均各 1 名以
上

５　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置　③
（１）運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
（２）事務等の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置
（３）人事制度に関する目標を達成するための措置

６　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置　②
（１）自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 
（２）経費節減に関する目標を達成するための措置

７　自己点検・評価及び情報公開に関する目標を達成するための措置　②
（１）自己点検及び評価に関する目標を達成するための措置 
（２）情報公開に関する目標を達成するための措置 

８　その他業務運営に関する目標を達成するための措置　④
（１）法令遵守及び人権の尊重に関する目標を達成するための措置
（２）危機管理に関する目標を達成するための措置 

（４）教育環境の整備に関する目標を達成するための措置 

公立大学法人旭川市立大学令和５年度業務実績評価　作業想定

評価委員会評価

（３）施設・設備の適切な維持管理及び活用に関する目標を達成するための措置

小項目・指標

項目

・１回目評価委員会では，小項目評価について法人と意見交
換し，Ａ法人小項目評価に対するＢ評価委員会小項目評価の
方向性を確認する。

※「４」を最良とした「３」「２」「１」の４段階評価

・２回目評価委員会では，Ｂ評価委員会小項目評価を踏まえてＣ評価
委員会大項目評価を決定する。
・またＤ評価委員会総合評価については，記述式の内容に関して意見
聴取する。
※「ａ」を最良とした「ｂ」「ｃ」「ｄ」の４段階評価
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